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沼e詔安議員

財政問題

行
政
コ
ス
ト
を
最
重
要
視
せ
よ

身
の
丈
に
あ
っ
た
財
政
運
営
を
進
め
る

介護保険

主
役
は「
財
政
」か「
利
用
者
」か

財
政
と
利
用
者
は
表
裏
一
体
の
も
の

…経常収支比率
人件費や、扶助費、公債費などのように容易に縮減

できない経常的経費に対し、地方交付税や町税などの
経常的一般財源収入がどの程度消費されているかを表
わす指標です。この比率が低いほど、経常的経費に充
てた残余が大きく、臨時の財政需要（主に普通建設事
業）に対して余裕を持つことになり、財政構造が弾力
的であることを示します。

こ と ば

質
問

歳
入
の
伸
び
悩
み
が

続
く
中
、
義
務
的
経
費
の
増
大

が
財
政
を
硬
直
化
さ
せ
て
お
り
、

抜
本
策
を
講
じ
な
い
と
今
後
の

行
政
施
策
の
展
開
に
支
障
を
来

す
。
英
知
を
集
め
窮
地
か
ら
の

脱
出
を
図
る
こ
と
が
最
重
要
課

題
で
あ
る
と
思
う
が
、
町
長
の

考
え
は
。

財
政
の
弾
力
性
を
知
る
数
値

に
経
常
収
支
比
率
が
あ
る
が
、

本
町
の
数
値
は
。
ま
た
、
経
常

的
経
費
の
圧
縮
策
は
。

沼
崎
町
長

県
内
市
町
村
の

平
成
十
七
年
度
当
初
予
算
規
模

は
、
半
数
以
上
が
前
年
度
を
下

回
っ
て
お
り
、
厳
し
い
状
況
に

あ
る
。
こ
の
要
因
は
、
国
の
三

位
一
体
の
改
革
に
よ
る
地
方
交

付
税
の
減
額
が
大
き
く
影
響
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

町
の
対
応
策
と
し
て
は
、
行

政
改
革
大
綱
に
基
づ
く
徹
底
し

た
経
費
節
減
と
適
正
な
負
担

で
、
身
の
丈
に
あ
っ
た
財
政
運

営
を
進
め
る
こ
と
で
あ
る
。

平
成
十
六
年
度
の
経
常
収
支

比
率
は
、
八
五
・
八
�
と
見
込

ん
で
い
る
。

経
常
的
経
費
の
圧
縮
策
と
し

て
は
、
こ
れ
ま
で
人
件
費
を
は

じ
め
物
件
費
や
扶
助
費
、
補
助

費
な
ど
を
見
直
し
し
て
き
た
。

今
後
も
引
き
続
き
行
財
政
改
革

を
軸
に
財
政
運
営
の
健
全
化
に

努
め
て
い
く
。

質
問

介
護
保
険
制
度
の
見

直
し
の
基
本
的
考
え
は
、「
制
度

の
持
続
可
能
性
」「
明
る
く
活
力

あ
る
超
高
齢
社
会
の
構
築
」「
社

会
保
障
の
総
合
化
」
の
三
点
。

制
度
維
持
の
最
大
の
課
題
は
、

膨
張
一
途
の
介
護
費
用
に
対
し
、

い
か
に
財
源
を
確
保
し
財
政
を

安
定
さ
せ
る
か
で
あ
る
と
考
え

る
が
、
主
役
と
な
る
の
は
「
財

政
」
か
「
利
用
者
」
か
。

沼
崎
町
長

現
在
、
第
三
期

介
護
保
険
事
業
計
画
の
策
定
の

準
備
を
進
め
て
い
る
が
、
国
の

介
護
保
険
制
度
改
正
の
具
体
的

方
策
は
不
透
明
な
部
分
も
あ
る
。

二
〇
一
五
年
が
ピ
ー
ク
と
い

わ
れ
る
超
高
齢
社
会
に
向
か
っ

て
、
現
行
で
は
制
度
を
維
持
で

き
な
い
恐
れ
が
あ
る
。
新
予
防

給
付
の
創
設
な
ど
予
防
を
重
視

し
、
で
き
る
だ
け
介
護
給
付
費

を
抑
え
て
い
き
た
い
。

介
護
給
付
は
必
要
不
可
欠
で

あ
る
が
、
財
政
を
無
視
す
る
訳

に
も
い
か
な
い
。
介
護
保
険
制

度
に
限
ら
ず
財
政
と
利
用
者
は

表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
り
、
ど

ち
ら
が
主
役
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
と
考
え
て
い
る
。

厳しい状況の中、行財政改革を軸に財政運
営の健全化が進められています


